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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第73号

　京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例（令和３年京都府条例第25号）第８条第５項において準用
する同条第１項の規定により、移住者受入・活躍応援計画の変更を次のとおり認定した。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

認定活躍応援計画の名称
京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進
に関する条例施行規則（平成28年京都府規則
第21号）第10条第３項第２号に掲げる事項

変更の理由 変更認定
年 月 日

都市農村交流体験プログ
ラムを通じた地域活性化
（再生）計画

該当する事項なし 拠点の都市農村交流機能を活
い

か
し、市域全域に取組内容を拡充
することで、更なる移住者と地
域住民の交流、移住促進及び地
域活性化を推進するため

令
 6. 3. 1

告　　　　　示

○京都府移住の促進及び移住者等の活躍の
推進に関する条例に基づく移住者受入・
活躍応援計画の変更　 （地域政策室、農村振興課）  115

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基
づく指定区域の指定　 （循環型社会推進課）  116

○保安林の指定施業要件の変更　 （山城広域振興局）   〃
○公共測量の終了　 （用地課）   〃
○道路の区域変更　 （丹後土木事務所）  117
○道路の供用開始　 （　　　〃　　　）   〃
○港湾施設の供用廃止　 （港湾企画課）   〃

公　　　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届
出　 （山城広域振興局）   〃

○大規模小売店舗立地法に基づく市町村の
意見の概要　 （　　　〃　　　）  118

○道路の位置の指定　 （南丹土木事務所）  118
○令和６年の二級建築士試験及び木造建築

士試験の実施　 （建築指導課）   〃
○都市計画法に基づく工事完了 （山城北土木事務所）  119

選挙管理委員会

○政治団体の設立　  120
○政治団体届出事項の異動　  121
○政治団体の解散　  123
○政治団体の収支報告書の要旨　   〃
○資金管理団体の指定　  125
○資金管理団体届出事項の異動　  126

労 働 委 員 会

○令和５年における不当労働行為事件の審査の実施
状況　   〃
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京都府告示第76号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第２項の規定により、次の地域の公共測
量（令和５年京都府告示第277号）が令和６年１月25日
終了した旨測量計画機関の長である国土交通省近畿地方
整備局京都国道事務所長から通知があった。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　測量の地域
　宇治市槇島町十六、十八、二十四及び三十五

京都府告示第77号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第２項の規定により、次の地域の公共測
量（令和５年京都府告示第499号）が令和６年１月12日
終了した旨測量計画機関の長である独立行政法人都市再
生機構西日本支社長から通知があった。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　測量の地域
　京都市西京区大原東竹の里２丁目の一部

京都府告示第75号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の
規定により、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す
る。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
　　宇治市（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的
　　公衆の保健
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　宇治市（次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を

定めない。
　　ウ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹

種
　　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図
面及び関係書類を京都府山城広域振興局農林商工部森づ
くり振興課及び京都府農林水産部森の保全推進課におい
て縦覧に供する。なお、宇治市役所においてその図面及
び関係書類を閲覧することができる。）

京都府告示第74号

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条の17第１項の規定により、指定区域を次のとお
り指定する。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

指定区域 埋立地の区分

長岡京市勝竜寺長黒１の３ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第
300号）第13条の２第３号イ、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）第12条の31第２
号
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４　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府建
設交通部道路管理課

京都府告示第80号

　舞鶴港における港湾法（昭和25年法律第218号）第２
条第５項に規定する港湾施設で、令和６年３月１日から
供用を廃止するものの概要は、次のとおりである。

　令和６年３月１日
舞鶴港港湾管理者　京都府　　　　　　　　

代表者　京都府知事　西　脇　　隆　俊　

供用を廃止する施設

種類 位置 名称 数量及び能力

上屋 舞鶴市字喜多 第４ふ頭第３
種上屋

床面積 2,560.00㎡
保管能力
 4,300.00ｔ

　公　　　　告　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　届出事項の概要
　⑴　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社
　　　東京都千代田区丸の内一丁目３番２号
　　　代表取締役　寺田　達朗
　⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　イズミヤ八幡店
　　　八幡市八幡一ノ坪23番地１ほか
　⑶　変更の内容

京都府告示第78号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
６年３月１日から令和６年３月15日まで縦覧に供する。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　舞鶴宮津線
３　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

宮津市字皆原小字月生づ538
の７から

宮津市字皆原小字月生づ538
の７まで

前

ｍ
 最小　12.1

 最大　14.1

ｍ

　 　22.9

後
 最小　13.4

 最大　15.6

宮津市字皆原小字堂屋敷539
の２から

宮津市字皆原小字堂屋敷539
の２まで

前
 最小　12.6

 最大　14.4
　 　 7.3

後
 最小　12.8

 最大　14.4

４　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府建
設交通部道路管理課

京都府告示第79号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
６年３月１日から令和６年３月15日まで縦覧に供する。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　舞鶴宮津線
３　供用開始の区間及び予定日時

区　　　　　　　　間 予  定  日  時

宮津市字皆原小字道垣下363から

宮津市字皆原小字尼ケ谷543まで
令和６年３月３日
午後１時
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　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路の位置の指定を次のとおり行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

指定番号 指　定 
年月日

所管土木 
事務所名 道路の位置 道路の 

延　長
道路の 
幅　員

南木第45
号　　　

令
 6. 2.16

京都府南
丹土木事
務所

亀岡市千代
川町小林前
田42の10、
43の13

ｍ
21.8

ｍ
最小　6.0
最大　6.0

　建築士法（昭和25年法律第202号）第13条の規定により、
令和６年の二級建築士試験及び木造建築士試験を次のと
おり実施する。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　試験日時及び試験会場
　⑴　二級建築士試験
　　ア　試験日時
　　　ア　学科の試験
　　　　　令和６年７月７日（日）
　　　　　午前10時10分から午後５時20分まで
　　　イ　設計製図の試験
　　　　　令和６年９月15日（日）
　　　　　午前11時から午後４時まで
　　イ　試験会場
　　　ア　学科の試験
　　　　　龍谷大学（深草学舎）
　　　　　（京都市伏見区深草塚本町67）
　　　　　ポリテクカレッジ京都
　　　　　（舞鶴市上安1922）
　　　イ　設計製図の試験
　　　　　龍谷大学（深草学舎）
　　　　　（京都市伏見区深草塚本町67）
　　　　　京都建築大学校
　　　　　（南丹市園部町二本松１の17）

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の氏
名又は名称
及び住所並
びに法人に
あっては代
表者の氏名

株式会社エ
イチ・ツー
・オー商業
開発
大阪市西成
区花園南一
丁目４番４
号
代表取締役
今井　康博
ほか11業者

株式会社エ
イチ・ツー
・オー商業
開発
大阪市西成
区花園南一
丁目４番４
号
代表取締役
今井　康博
ほか12業者

令
 6. 1.27 小売業を行う

者の出店のた
め

２　届出年月日
　　令和６年１月31日
３　縦覧場所
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進

課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
４　縦覧期間
　　令和６年３月１日から令和６年７月１日まで
５　意見書の提出先
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進

課

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条
第１項の規定により八幡市から聴取した意見の概要は、
次のとおりである。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　イズミヤ八幡店
　　八幡市八幡一ノ坪23番地１ほか
２　届出者の名称及び住所
　　ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社
　　東京都千代田区丸の内一丁目３番２号
３　意見の対象となった届出及び届出日
　　大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変

更の届出
　　令和５年９月26日
４　意見の概要
　　特に意見を有しない。
５　縦覧場所
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進

課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
６　縦覧期間
　　令和６年３月１日から令和６年４月１日まで
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　⑵　木造建築士試験
　　　受験票は、原則として、「学科の試験」について

は令和６年６月21日（金）頃から、「設計製図の試
験」については令和６年９月26日（木）頃から受験
有資格者にマイページ（※）において交付する。（※
インターネットによる受付において受験申込手続完
了後から利用することができる受験者専用のページ
をいう。）

　　　なお、インターネットによる受付が行えなかった
者の受験票については、原則として、「学科の試験」
については令和６年６月21日（金）頃から、「設計
製図の試験」については令和６年９月26日（木）頃
から受験有資格者に発送する。

５　その他
　⑴　「設計製図の試験」の課題は、令和６年６月12

日（水）頃からセンターのホームページ（
）において公表する。

　⑵　受験に際し、身体に障害があるため特に何らかの
措置を希望する者は、あらかじめ受付期間内にその
旨を申し出ること。

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和６年３月１日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　宇治市木幡南端１の１の一部、１の５、45の６の一

部、50の12の一部、50の13の一部、50の19の一部、50
の20の一部、59の２の一部、63の一部

　　（関連区域）
　　宇治市木幡南端50の１の一部、50の14の一部、50の
15の一部、南山13の一部、13の89の一部、市有地
２　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　大阪市淀川区宮原一丁目６の１
　　セキスイハイム近畿株式会社

　⑵　木造建築士試験
　　ア　試験日時
　　　ア　学科の試験
　　　　　令和６年７月28日（日）
　　　　　午前10時10分から午後５時20分まで
　　　イ　設計製図の試験
　　　　　令和６年10月13日（日）
　　　　　午前11時から午後４時まで
　　イ　試験会場
　　　ア　学科の試験
　　　　　龍谷大学（深草学舎）
　　　　　（京都市伏見区深草塚本町67）
　　　イ　設計製図の試験
　　　　　龍谷大学（深草学舎）
　　　　　（京都市伏見区深草塚本町67）
２　受験申込手続
　　新規受験者を含めた全ての者がインターネットによ

る受験申込みを行うものとする。
　⑴　受験申込受付期間及び時間
　　　令和６年４月１日（月）午前10時から令和６年４

月15日（月）午後４時まで
　⑵　受験申込みの方法
　　　公益財団法人建築技術教育普及センター（以下「セ 

ンター」という。）のホームページ（
）において、必要な事項を入力し申し込

むこと。
　　　なお、インターネットによる受験申込みが行えな

い正当な理由がある場合（身体に障害があり、イン
ターネットの利用が困難である等）は、令和６年４
月８日（月）までにセンター本部に申し出ること。

３　「学科の試験」の免除の申請
　　「学科の試験」の免除の申請は、令和２年以降の「学

科の試験」に合格した者のうち、合格年から令和５年
までの「設計製図の試験」の受験回数が２回以内の者
に限り行うことができる。免除の申請に当たっては、
令和２年から令和５年までのいずれかの年の試験（他
の都道府県知事が行ったものを含む。）の受験番号を
入力すること。
４　受験票の交付等
　⑴　二級建築士試験
　　　受験票（受験番号、試験場等を明記したもの。以

下同じ。）は、原則として、「学科の試験」について
は令和６年６月21日（金）頃から、「設計製図の試
験」については令和６年８月26日（月）頃から受験
有資格者にマイページ（※）において交付する。（※
インターネットによる受付において受験申込手続完
了後から利用することができる受験者専用のページ
をいう。）

　　　なお、インターネットによる受付が行えなかった
者の受験票については、原則として、「学科の試験」
については令和６年６月21日（金）頃から、「設計
製図の試験」については令和６年８月26日（月）頃
から受験有資格者に発送する。
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選 挙 管 理 委 員 会

京都府選挙管理委員会告示第５号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により政治団体から届出のあった
政治団体の設立に係る事項は、次のとおりである。

　令和６年３月１日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

政党の支部
　法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体
　　１以上の市町村等の区域を単位として設けられる支部

その他の政治団体
　法第19条の７第１項第１号及び第２号に係る国会議員関係政治団体

国会議員関係政治団体以外の政治団体
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京都府選挙管理委員会告示第６号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により政治団体から届出のあった政治団体届出事項の
異動に係る事項は、次のとおりである。

　令和６年３月１日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

政党の支部

その他の政治団体
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　令和６年３月１日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

政治団体の収支報告書の要旨（解散団体分）
（単位　円）

（令和５年分）
京都維新の会八幡市支部

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月26日 
（令和５年12月26日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

国民民主党京都府第２区総支部

国会議員関係政治団体の区分　　　　　 法第十九条の七
第一項第一号

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　 前　原　誠　司
公職の候補者に係る公職の種類　　　　 衆 議 院 議 員
報 告 年 月 日　　　　 　令和６年２月８日 

（令和５年12月13日解散）
１　収　入　総　額 32,816,023

　　前 年 繰 越 額 469,898

　　本 年 収 入 額 32,346,125

２　支　出　総　額 32,467,479

　　翌年への繰越額 348,544

３　本年収入の内訳
　　個人の党費・会費（566人） 1,138,000

　　寄　　　　　附 21,000,000

　　　個　　人　　分 1,000,000

　　　政 治 団 体 分 20,000,000

　　 機関紙誌の発行その他の 
事業による収入 103,125

　　　ポ ス タ ー 代 103,125

　　 本部又は支部から供与された交付金 
に係る収入 10,000,000

　　　国 民 民 主 党 10,000,000

　　そ　の　他　の　収　入 105,000

　　　家　賃　収　入 105,000

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 26,061,428

　　　人　　件　　費 19,317,639

　　　光　熱　水　費 208,958

　　　備品・消耗品費 966,807

　　　事　務　所　費 5,568,024

　　政 治 活 動 費 6,406,051

　　（ うち本部又は支部に対して 
供与した交付金に係る支出） 99,505

　　　組 織 活 動 費 1,235,131

　　　選 挙 関 係 費 4,101,100

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 969,820

　　　　機関紙誌の発行事業費 443,256

　　　　宣 伝 事 業 費 526,564

　　　寄　附　・　交　付　金 100,000

京都府選挙管理委員会告示第７号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１
項の規定により政治団体から届出のあった政治団体の解
散に係る事項は、次のとおりである。

　令和６年３月１日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

政党の支部

その他の政治団体

京都府選挙管理委員会告示第８号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」
という。）第12条第１項及び第17条第１項の規定による
政治団体の収支に関する報告書の提出があったので、法
第20条第１項の規定により、その要旨を次のとおり公表
する。
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伊藤きみえネット（伊藤きみえ後援会）

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月26日 
（令和５年12月23日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

木曽利廣後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月15日 
（令和５年12月10日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

公正会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月15日 
（令和５年12月１日解散）

１　収　入　総　額 137,800

　　前 年 繰 越 額 137,800

２　支　出　総　額 0

　　翌年への繰越額 137,800

税理士による二ノ湯さとし後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月19日 
（令和５年12月８日解散）

１　収　入　総　額 2,496,468

　　前 年 繰 越 額 2,424,448

　　本 年 収 入 額 72,020

２　支　出　総　額 2,496,468

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 30,000

　　　政 治 団 体 分 30,000

　　 機関紙誌の発行その他の 
事業による収入 42,000

　　　後援会解散総会 42,000

　　そ　の　他　の　収　入 20

　　　一件十万円未満のもの 20

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 40,382

　　　事　務　所　費 40,382

　　政 治 活 動 費 2,456,086

　　　組 織 活 動 費 508,420

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 452,540

　　　　その他の事業費 452,540

　　　寄　附　・　交　付　金 1,495,126

５　寄 附 の 内 訳
　　（政治団体分）
　　年間五万円以下のもの 30,000

たたみ良三後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月８日 
（令和５年12月７日解散）

１　収　入　総　額 587,890

　　前 年 繰 越 額 34,752

　　本 年 収 入 額 553,138

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　伊　藤　恒　道 1,000,000 静　　岡　　市
　　（政治団体分）
　　新　　緑　　会 20,000,000 京都市左 京 区

井上一徳後援会

国会議員関係政治団体の区分　　　　　 法第十九条の七
第一項第二号

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　 井　上　一　徳
公職の候補者に係る公職の種類　　　　 参 議 院 議 員
報 告 年 月 日　　　　 　令和５年11月７日 

（令和５年10月31日解散）
１　収　入　総　額 1,521,836

　　前 年 繰 越 額 21,836

　　本 年 収 入 額 1,500,000

２　支　出　総　額 1,488,898

　　翌年への繰越額 32,938

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 1,500,000

　　　政 治 団 体 分 1,500,000

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 1,221,054

　　　人　　件　　費 141,000

　　　光　熱　水　費 53,320

　　　備品・消耗品費 6,009

　　　事　務　所　費 1,020,725

　　政 治 活 動 費 267,844

　　　組 織 活 動 費 237,244

　　　調 査 研 究 費 30,600

５　寄 附 の 内 訳
　　（政治団体分）
　　一　　徳　　会 1,500,000 舞　　鶴　　市

“赤ひげ”舞鶴の会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月８日 
（令和５年12月７日解散）

１　収　入　総　額 939,356

　　本 年 収 入 額 939,356

２　支　出　総　額 939,356

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 939,356

　　　個　　人　　分 939,356

４　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 939,356

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 939,356

　　　　機関紙誌の発行事業費 683,155

　　　　宣 伝 事 業 費 256,201

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　多々見　良　三 939,356 舞　　鶴　　市
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中村たかし後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月22日 
（令和５年12月20日解散）

１　収　入　総　額 3,000

　　本 年 収 入 額 3,000

２　支　出　総　額 3,000

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 3,000

　　　政 治 団 体 分 3,000

４　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 3,000

　　　組 織 活 動 費 3,000

５　寄 附 の 内 訳
　　（政治団体分）
　　年間五万円以下のもの 3,000

並河愛子後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月19日 
（令和５年12月13日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

わがまちトーク

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月26日 
（令和５年12月23日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

２　支　出　総　額 587,890

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 553,138

　　　個　　人　　分 553,138

４　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 587,890

　　　組 織 活 動 費 88,000

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 468,600

　　　　その他の事業費 468,600

　　　そ　の　他　の　経　費 31,290

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　多々見　良　三 553,138 舞　　鶴　　市

田中豊後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月19日 
（令和５年12月14日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

長沢みつる後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年12月19日 
（令和５年12月18日解散）

１　収　入　総　額 0

２　支　出　総　額 0

京都府選挙管理委員会告示第９号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の指定に係る事項は、
次のとおりである。

　令和６年３月１日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　
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京都府選挙管理委員会告示第10号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定により届出のあった資金管理団体の届出事項の
異動に係る事項は、次のとおりである。

　令和６年３月１日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

労　働　委　員　会

　労働組合法（昭和24年法律第174号）第27条の18の規定により、令和５年における不当労働行為事件の審査の実施状
況を次のとおり公表する。

　令和６年３月１日
京都府労働委員会　　　　　

会長　青　木　　苗　子　
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注　審査の期間の目標：１年６箇月


